
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月分保険料より、1 ヶ月 1 名あたりの国民健康保険料が改定されます。 

※令和 4 年 4 月分の保険料は 5 月 2 日の振替となります。  

 

国民健康保険料の改定に伴い、1 ヶ月 1 世帯（組合員ごと）の世帯賦課限度額も改定されます。 
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国保における保険料とは、基礎賦課分・後期高齢者支援金分・介護納付金分を合算したもので、被保険

者の年齢に応じて負担区分が変わっていきます。基礎賦課分については被保険者全員が負担し、医療費

の財源として組合が運用しています。後期高齢者支援金分と介護納付金分については組合で徴収した

後に国へ納め、各制度の財源として運用されていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●基礎賦課分 ・・・ 病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険料 

●後期高齢者支援金分 ・・・ 後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料 

●介護納付金分 ・・・ 介護保険制度を支えるための財源となる保険料 

 

 

 

 

 

 

 

作成：関東信越税理士国民健康保険組合 

さいたま市大宮区桜木町 4-376-1 

TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030 

     
こちらのＱＲコードをスマート 
フォンで読み込むと組合ＨＰへ 
アクセスできます。 

 
令和 4 年度より保険料が上がります。 

ご理解・ご協力をお願いします。 


